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司法試験・予備試験科目に関する「推進室案」について 

日本弁護士連合会 

１ 司法試験の論文式試験につき，選択科目を廃止する点について 

（結論） 

 賛成できない 

（理由） 

○ 基本的な法律科目をより重点的に学習することの必要性と，同観点

も踏まえ，司法試験の負担軽減をはかる必要があることについて異論

はないが，これらへの対応としては，司法試験の短答式試験科目を憲

法，民法，刑法に限定することで十分である。 

○ 現状の合格率の下で司法試験の選択科目を廃止すると，法科大学院

生は司法試験科目（基本六法＋行政法）の学修に一層傾倒することに

なり，多様な法曹の養成や法曹の活動領域の拡大という流れに逆行す

ることになる。推進室案」では専門的分野は法科大学院での履修に委

ねることで，より幅広い学習が可能となるとするが，現在の低合格率

の下ではそのようなプラスの効果は生じない。 

○ 憲法，民法，刑法等の基本的な法律科目について理解できていれば，

専門的法分野については事件対応が必要になって学べば対応可能とい

う議論があるが，そのような議論は，展開・先端科目等の履修を通じ

て多様な法曹を養成するという法科大学院制度の趣旨にそぐわない。

また，実際，弁護士業務においては専門的法分野に関する体系的理解

の有無が弁護の質に影響することも否定できない。 

○ 現実にも，司法試験で選択した選択科目がその後の実務における専

門性の獲得に役立っているとの声は法科大学院を修了した弁護士にお

いて多数聞かれるところである。 

○ 法科大学院入学者の中には，弁理士，税理士，社労士といった資格

を有する者や，社会人として労働分野，知的財産分野等で仕事をして

きた社会人も一定数存在するが，これらの人材の中には，選択科目の

存在がアドバンデージになると考えて法科大学院に入学した者も一定

数存在しており，選択科目の廃止は，このような観点からも法曹の多

様性確保の理念に逆行する。 
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２ 予備試験の短答式試験科目を憲法・民法・刑法の３科目＋一般教養科

目とする点について 

（結論） 

  賛成できない 

（理由） 

○ 司法試験は原則として法科大学院を修了したことを前提に，法曹に

なるのに必要な能力を判定する試験（司法試験法１条１項）であるの

に対し，予備試験は，法科大学院修了者と同等の能力を判定する試験

（同法５条１項）であり，両試験の趣旨目的は基本的に異なる。した

がって，司法試験の科目限定に「伴い」，予備試験の科目を限定すると

いう関係には立たない。 

○ 司法試験で短答式試験を憲民刑法の３科目に削減することが認めら

れるのは，憲民刑法以外の科目については論文式試験が実施されるか

らという理由に加え，これらの科目についても法科大学院の必修科目

として単位が取得されており，そのなかで，短答式試験が判定する能

力である「専門的な法律知識及び法的な推論の能力」（司法試験法３条

１項本文）についても最低限のチェックは受ける制度になっているこ

とが前提である。 

○ 現実的にも，論文式試験で出題できる範囲というのは各法分野にお

いて比較的限られており，旧試験時代の末期には，憲民刑法以外の科

目については，論文式試験で出題されない部分は教科書すら読まない

といった事態が生じていた。本改正がなされると，予備試験受験者に

おいても，同様の受験対策をとることになることが危惧される。 

○ 短答式試験科目の限定が予備試験の負担軽減と受け取られ，法曹志

望者を（法科大学院ではなく）予備試験に誘導する効果を持つことが

懸念される。すなわち，経済的事情等により法科大学院を経由しない

者にも法曹資格取得の途を確保するという予備試験の制度趣旨から乖

離しつつある現状を加速させ，法科大学院を中核とする法曹養成制度

という基本的骨格を損ねることにもなりかねない。 

 

３ 予備試験の論文式試験に選択科目を追加する点について 

（結論） 

  推進室案の前提の下では賛成できない 
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（理由） 

  予備試験の論文式試験に選択科目を追加することの是非自体につい

ては議論のあり得るところであるが，推進室案が，司法試験の論文式試

験について選択科目を廃止することを前提として，予備試験の論文式試

験に選択科目を追加するという案であるならば，これについては賛成で

きない。 

 

 

４ 予備試験の論文式試験の一般教養科目を廃止する点について 

（結論） 

  賛成できない 

（理由） 

○ 推進室案は，司法試験の選択科目（論文式）を廃止することに伴い

予備試験の一般教養科目（論文式）を廃止するとするが，両者に関連

性は認められない。 

○ 旧司法試験の一次試験（内容は一般教養）について論文式試験が課

されていたこととの対比でみても，一般教養科目について論文式試験

を廃止することに合理性は認められない。 

 

５ 予備試験の一般教養科目（短答式）を大学卒業（と同程度の学歴）に

より免除する点について 

（結論） 

  特に意見なし。 

                                

以 上  
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司法試験科目における選択科目廃止についての意見－労働法の観点から－ 

平成25年11月30日 

法曹養成制度改革顧問会議・法曹養成制度改革推進室 御中 

日本労働法学会会員有志（別紙のとおり） 

今般の法曹養成制度改革へのご尽力には心より敬意を表したく存じます。 

当職らは、労働法の研究者であり、法科大学院その他において労働法の教育等に現に関わ

っており、あるいは過去に関わったことのある者ですが、今般の法曹養成制度改革の議論の

中で、司法試験制度改革の一環として論文式試験のうち選択科目の廃止が検討されているこ

とを知るに至りました。しかし、当職らとしては、下記のとおり、現代社会における法律実

務家にとって労働法が重要な意義を有していること、労働法は独自の専門的法分野としての

重要性を有しており、実務家が適切に解釈適用できないと司法制度改革の意義を没却しかね

ないことなどから、労働法を司法試験の選択科目として維持することがぜひとも必要であり、

また、廃止された場合の弊害は大きいものと思料いたしております。 

この問題は、労働法にとどまらず、現代社会における実務法曹の役割及び司法制度改革の

意義に関わる重要な問題であると考えますので、ご賢察のほどよろしくお願い申し上げます。 

記 

1. 法律実務家にとっての労働法の重要性

 裁判所における労働民事事件は、バブル崩壊直後の平成3年当時は通常訴訟と仮処分を合わ

せて年間1000件程度であったが、その後個別的労働紛争が急増した。平成18年に労働審判制

度が運用を開始して以降は、当初の予想を超えた多数の労働審判の申立てがなされ、平成24

年段階では、申立件数は3719件に及び、個別的労働関係の民事事件についての通常訴訟（3331

件）及び仮処分(494件)を合わせると7544件に及んでいる。すなわち、裁判所における労働事

件は、個別的労働関係事件のみをとっても、この20年の間に7倍余りに増加している。このよ

うな状況は、法律実務家にとって、労働法が特に重要性を増していることを示している。 

 また、平成13年に運用が開始された行政上の個別労働紛争解決促進制度のもとでは、さら

に多数の個別的労働紛争が取り扱われている。平成24年度において都道府県労働局が取り扱

った個別的労働紛争の相談件数は106万7210件、うち民事上の個別的労働紛争に係る相談件数

は25万4719件に及んでいる。また、同制度のもとでの紛争調整委員会によるあっせんの申請

件数は、同年度において、6047件となっている。こうした行政上の紛争解決制度においては、

弁護士が常に関与するわけではないが、紛争調整委員会のあっせん手続では、特に使用者側

において弁護士が代理人となることが少なくない。しかも、こうした紛争の多さは、弁護士

（企業内・組織内の実務法曹を含む）が顧問業務ないし法律相談などの形で労働法に関わる

業務を行うことが多くなることを示すものである。 
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2. 専門的法分野としての労働法の重要性及び司法制度改革との関連性

 現代社会において、労働法という法分野は、その対象とする労使間の交渉力格差、労働関

係の組織的・集団的性格、人事管理等における様々な制度や慣行の存在、これらを背景とす

る多数の裁判例の集積などに照らして、民法等の基本的な法分野に比べて独自の専門性をも

つ領域を構成するに至っている。労働審判制度は関係者から好評をもって受け止められてお

り、その理由の一つには、労使の専門的経験をもつ者が労働審判員として参画していること

も挙げられるが、このことも、労働法という領域には、知的財産法やその他の司法試験選択

科目と同様に独自の専門性が認められることを示すものといいうる。このような意味で、増

加する労働事件に適切に対応するには、民法等の基本的法分野の知識のみでは十分ではなく、

専門的法分野としての労働法について十分な素養を有することが不可欠である。 

 また、平成13年の司法制度改革審議会の意見書は、法曹のあるべき姿として、「個人や企

業等の諸活動に関連する個々の問題について、法的助言を含む適切な法的サービスを提供す

ることによりそれらの活動が法的ルールに従って行われるよう助力し、紛争の発生を未然に

防止するとともに、更に紛争が発生した場合には、これについて法的ルールの下で適正・迅

速かつ実効的な解決･救済を図ってその役割を果たすこと」が期待されるとしていたが、こう

した期待に沿うためには、「個人や企業等の諸活動に関連する個々の問題」の典型例の一つ

である労働問題についての専門的な法的知識をもつ法曹が必要となる。すなわち、増加する

労働事件に適切に対応するための専門的実務法曹を養成することは、司法制度改革の理念の

実現にとっても重要な意味をもつものである。 

3. 労働法が司法試験の選択科目であることの必要性

法科大学院は、実務法曹の養成の観点から法学教育を行う点に特色があるが、法科大学院

における労働法教育は、学部教育に比べて、法律実務に役立つものとなっている。たとえば、

判例を素材にソクラテスメソッドを行うことなどで、労働紛争の法的解決をより実務的に学

ぶことが行われていることに加えて、労働法を専門とする多くの実務家教員が法科大学院で

教鞭をとっており、労働紛争の解決のための実践的・専門的スキルが教育されている。こう

した法科大学院における労働法教育を法律実務に活かすためには、労働法を司法試験の選択

科目として、法曹実務家としての適格性を判定する際の材料とすることが求められる。法律

相談や訴訟等で労働法上の問題に取り組む際には、以上のような労働法についての教育の内

容を体系的に理解・整理するとともにそれを確実に記憶したうえで、検討が必要となる事項

をすぐに理解し、あるいは迅速な情報収集を行うことで対応することが要請されるが、法科

大学院での任意的な学修に任せるのみでは、そのような水準に到達させることは実際上困難

だからである。 

なお、今般の司法試験改革の議論の中では、受験生にとっての負担軽減の要請が指摘され

ているが、選択科目を廃止したとしても、必ずしも負担軽減にはつながらないと予想される。

すなわち、司法試験が一定程度選抜試験としての性格をもつ以上、そこには競争が存在する

ことになるが、選択科目を廃止して基本科目のみにしたとしても、基本科目の中での競争は

変わらずに存続し、その中で細かな知識の習得如何により合否が決せられることになるおそ

れがある。択一式試験の科目軽減などは、比較的記憶に頼る色彩の強い試験の負担を軽減す
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ることになる点で意味があるとも考えられるが、選択科目の場合は論述式試験となっており、

記憶よりも事案の分析力が主として問われることになるので、これを廃止することは、むし

ろ細かな知識の習得競争を促進し、事案の分析力の向上に向けた学修の努力が軽視される方

向に進むおそれなしとしない。また、労働法に関しては、社会に出て就労したり、人事管理

等に関わったりした経験の持ち主の場合、その対象とする社会的実態の理解は容易であると

考えられ、労働法を司法試験の選択科目とすることは、多様な人材から実務法曹を養成する

という、法科大学院制度の理念とも整合的なものでもある。 

4. 労働法が司法試験の試験科目から除外された場合の弊害

過去においても、労働法が司法試験の科目から除外されることが約10年間行われたが、私

たち労働法研究者は、その間、労使紛争の法的解決の場で労働法の深い理解や雇用労使関係

の現実への洞察が不足していったものと認識している。すなわち、労働法が試験科目から外

されたことによって、法学部の学生の中で労働法の諸問題を深く真剣に勉強する者が減少し、

法曹の中でも労働法への関心が薄れたことは否めず、その結果として、公刊されている労働

民事裁判での当事者（代理人）の主張やそれを踏まえた判断において、労働法や雇用労使関

係の観点からの論点の摘示や洞察が不足したまま、主として民法等の基本法の知識を単純に

適用ないし応用したと思われるものに遭遇する経験が多くなったのである。そのような現象

は、労働訴訟における労働法の適確な解釈適用が揺らぐということであって、司法制度の質

を低下させ、国民生活にも悪影響を及ぼすという点で望ましくないものであることは言うま

でもない。 

以上 
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（五十音順） 
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意見書 

 

 

 現行の司法試験科目から国際法を除外することに反対致します。 

 

 国際法を試験科目から除外する決定は、国際的素養のある法曹を育てることを理念の一

つとしていた法制度改革に逆行するものと言わざるを得ません。 

 ご再考を賜れば幸いです。 

 

2013 年 11 月 22 日 

 

岩澤雄司 

中谷和弘 

森肇志 

寺谷広司 
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